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告    示 

 

那覇市道路協力団体指定について（道路管理課） 

那覇市告示第 539 号  

令和８年２月 26 日  

掲 示 済  

 

那覇市道路協力団体指定について 

 

道路法 48 条の 60 第１項の規定により、那覇市道路協力団体に指定したため、

同条第２項に基づき公示する。 

 

那覇市道路管理者  

那覇市長 知念 覚  

 

記 

 

１． 道路協力団体の名称 

株式会社 琉球銀行 

２． 住所及び事務所の所在地 

那覇市久茂地１丁目 11番１号 

３． 業務を行う道路の区間 

市道久茂地前島線の一部 

市道久茂地５号 

４． 指定期間 

令和８年４月１日～令和 13年３月 31日（５年間） 

５． 指定区域 
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土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧について（資産

税課） 

那覇市告示第 548 号  

令和８年３月２日  

掲 示 済  

 

 

土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧について 

 

 

  地方税法（昭和 25年法律第 226号）第 416条の規定により、令和８年度の土地

価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を、次のとおり納税者の縦覧に供する。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

１ 縦覧期間  令和８年４月１日（水）から 

        令和８年４月 30日（木）まで 

        （土曜・日曜及び休日を除く） 

 

２ 縦覧時間  午前９時から午後５時まで 

（正午～午後１時を除く） 

 

３ 縦覧場所  企画財務部 資産税課（本庁３階 41番窓口） 
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地縁による団体の認可について（まちづくり協働推進課） 

那覇市告示第 550 号  

令和８年３月３日  

掲 示 済  

 

地縁による団体の認可について 

 

 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 260条の２第１項の認可をしたので同条

第 10項の規定により次のとおり告示する。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

１ 名  称  田原自治会 

２ 規約に定める目的 

   本会は会員の福祉向上を図り、良好な地域社会の維持発展に寄与することを

目的とする。       

（１）字田原の慣習上従来実施して来た諸行事に関すること。 

（２）会員の生活安定に関すること。 

（３）青少年の健全育成に関すること。 

（４）老人福祉に関すること。 

（５）環境整備と保健衛生に関すること。 

（６）会員の慶弔における慶弔金の徴収と慶弔の連絡に関すること。 

（７）自治会館の管理運営及び保安等の管理に関すること。 

（８）その他本会の目的達成に関すること。 

３ 区  域  字田原１番地～105番地１、296番地～298番地１～３、300番地 

       ～312 番地、320 番地～323 番地１～２、326 番地～327 番地、

427 番地、429 番地～430 番地２及び５、田原２丁目７番地４～

６、とする。 

４ 主たる事務所の所在地  字田原 88番地 

５ 代表者の氏名及び住所 

氏名  與儀 進栄 

住所  字田原 27番地 

６ 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無 

職務執行停止   （無） 

職務代行者の選任 （無） 

７ 代理人の有無  （無） 

８ 解散の事由  本会は、地方自治法 260条の 20の規定により解散する。 

９ 認可年月日  令和８年３月３日 
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身体障害者手帳交付に係る医師の指定について（障がい福祉課） 

那覇市告示第 577 号  

令和８年３月 16 日  

 

 

身体障害者手帳交付に係る医師の指定について 

 

 

 身体障害者福祉法（昭和 24年法律第 283号）第 15条第１項の規定に基づき令和

８年２月 24日付け次のように指定した。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

 

 医師氏名 診療科目 医療機関名 

１ 前川 達哉 
脳神経外科・ 

脊椎脊髄外科 
沖縄協同病院 

２ 玉城 聡 内科 川平病院 
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指定自立支援医療機関（育成医療・更生医療）の指定について（障

がい福祉課） 

那覇市告示第 578 号  

令和８年３月 16 日  

 

 

指定自立支援医療機関（育成医療・更生医療）の指定について 

 

 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法律

第 123 号）第 59 条第１項の規定に基づき令和８年３月１日付け次のように指定し

た。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

 

医療機関 

名称及び所在地 
開設者名称 

自立支援医療 

の種類 
指定年月日 

訪問看護ステーション

ちむぐくる 

那覇市小禄 159番地 

ニライレジデンス小禄

102 

株式会社めぐむ 

代表者 瀬田川 藍華 
育成医療・更生医療 

令和８年 

３月１日 
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医

療機関の指定について（保護管理課） 

那覇市告示第 579 号  

令和８年３月 16 日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し 

た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく 

医療機関の指定について 

 

 

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第 30号）に基づく医療機関について、生活保護法第 49条及び中国残留

邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律第 14 条第４項の規定による指定医療機関として、次のとお

り指定した。 

 

 

那覇市長 知念 覚  
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医

療機関の廃止について（保護管理課） 

那覇市告示第 580 号  

令和８年３月 16 日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し 

た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく 

医療機関の廃止について 

 

 

 生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第 30号）に基づく医療機関について、生活保護法第 50条の２及び中国

残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者

の自立の支援に関する法律第 14 条第４項の規定による指定医療機関より、次のと

おり廃止の届出があった。 

 

 

那覇市長 知念 覚  
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医

療機関の変更について（保護管理課） 

那覇市告示第 581 号  

令和８年３月 16 日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し 

た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく 

医療機関の変更について 

 

 

 生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第 30号）に基づく医療機関について、生活保護法第 50条の２及び中国

残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者

の自立の支援に関する法律第 14 条第４項の規定による指定医療機関より、次のと

おり変更の届出があった。 

 

 

那覇市長 知念 覚  
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医

療機関の辞退について（保護管理課） 

那覇市告示第 582 号  

令和８年３月 16 日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し 

た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく 

医療機関の辞退について 

 

 

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第 30号）に基づく介護機関について、生活保護法第 54条の２第４項に

おいて準用する第 50 条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰

国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第 14 条第４項の

規定による指定医療機関より、次のとおり辞退の届出があった。 

 

 

那覇市長 知念 覚  
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく介

護機関の廃止について（保護管理課） 

那覇市告示第 583 号  

令和８年３月 16 日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し 

た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく 

介護機関の廃止について 

 

 

 生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第 30号）に基づく介護機関について、生活保護法第 54条の２第４項に

おいて準用する第 50 条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰

国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第 14 条第４項の

規定による指定介護機関より、次のとおり廃止の届出があった。 

 

 

那覇市長 知念 覚  
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく介

護機関の変更について（保護管理課） 

那覇市告示第 584 号  

令和８年３月 16 日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し 

た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく 

介護機関の変更について 

 

 

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第 30号）に基づく介護機関について、生活保護法第 54条の２第４項に

おいて準用する第 50 条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰

国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第 14 条第４項の

規定による指定介護機関より、次のとおり変更の届出があった。 

 

 

那覇市長 知念 覚  
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公    告 

那覇広域都市計画公園事業の施行について(希望ヶ丘公園)（公園建設

課） 

那覇市公告第 720 号  

令和８年２月５日  

掲 示 済  

 

 

那覇広域都市計画公園事業の施行について 

 

 

  都市計画法（昭和 43年法律第 100号）第 62条第１項の規定による都市計画事業

の事業計画の変更図書の写しの送付を受けたので、同法第 63 条第２項の規定にお

いて準用する同法第 62条第２項の規定により、次のとおり公衆の縦覧に供する。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

１．都市計画事業の種類及び名称 

    （１）種類     那覇広域都市計画公園事業 

    （２）名称     ３・３・那３号 希望ヶ丘公園 

２．施行者の名称 

    那覇市 

３．事務所の所在地 

    沖縄県那覇市泉崎１丁目１番１号 

４．事業地 

（１）収用の部分 変更なし 

  （２）使用の部分 変更なし 

５．事業施行期間 

平成４年 10月２日から令和 13年３月 31日まで 

６．縦覧の場所 

    那覇市 都市みらい部 公園建設課 

  （那覇市泉崎１丁目１番１号、本庁舎９階） 
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那覇広域都市計画公園事業の施行について(牧志南公園)（公園建設

課） 

那覇市公告第 721 号  

令和８年２月５日  

掲 示 済  

 

 

那覇広域都市計画公園事業の施行について 

 

 

  都市計画法（昭和 43年法律第 100号）第 62条第１項の規定による都市計画事業

の事業計画の変更図書の写しの送付を受けたので、同法第 63 条第２項の規定にお

いて準用する同法第 62条第２項の規定により、次のとおり公衆の縦覧に供する。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

１．都市計画事業の種類及び名称 

    （１）種類     那覇広域都市計画公園事業 

    （２）名称     ２・２・那２号 牧志南公園 

２．施行者の名称 

    那覇市 

３．事務所の所在地 

    沖縄県那覇市泉崎１丁目１番１号 

４．事業地 

（１）収用の部分 変更なし 

  （２）使用の部分 変更なし 

５．事業施行期間 

平成 21年６月９日から令和 13年３月 31日まで 

６．縦覧の場所 

    那覇市 都市みらい部 公園建設課 

  （那覇市泉崎１丁目１番１号、本庁舎９階） 
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那覇広域都市計画公園事業の施行について(那覇ふ頭前緑地)（公園建

設課） 

那覇市公告第 722 号  

令和８年２月５日  

掲 示 済  

 

 

那覇広域都市計画公園事業の施行について 

 

 

  都市計画法（昭和 43年法律第 100号）第 62条第１項の規定による都市計画事業

の事業計画の変更図書の写しの送付を受けたので、同法第 63 条第２項の規定にお

いて準用する同法第 62条第２項の規定により、次のとおり公衆の縦覧に供する。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

１．都市計画事業の種類及び名称 

    （１）種類     那覇広域都市計画公園事業 

    （２）名称     那５号 那覇ふ頭前緑地 

２．施行者の名称 

    那覇市 

３．事務所の所在地 

    沖縄県那覇市泉崎１丁目１番１号 

４．事業地 

（１）収用の部分 変更なし 

  （２）使用の部分 変更なし 

５．事業施行期間 

平成 22年７月 30日から令和 11年３月 31日まで 

６．縦覧の場所 

    那覇市 都市みらい部 公園建設課 

  （那覇市泉崎１丁目１番１号、本庁舎９階） 
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都市計画の図書の写しの縦覧について（都市計画課） 

那覇市公告第 741 号  

令和８年２月 16 日  

掲 示 済  

 

 

都市計画の図書の写しの縦覧について 

 

 

 沖縄県から都市計画法(昭和 43年法律第 100号)第 21条第２項の規定において準

用する同法第 20 条第１項の規定により都市計画変更図書の写しの送付を受けたの

で、同法第 21条第２項の規定において準用する同法第 20条第２項及び同法施行規

則(昭和 44 年建設省令第 49 号)第 12 条の規定により、次のとおり当該図書の写し

を公衆の縦覧に供する。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

１ 都市計画の種類 

那覇広域都市計画区域区分 

 

２ 都市計画の名称 

   「泊・新港臨港地区」 

 

３ 縦覧場所 

那覇市 都市みらい部 都市計画課（那覇市役所９階） 
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開発行為に関する工事の完了について（建築指導課） 

那覇市公告第 777 号  

令和８年２月 20 日  

掲 示 済  

 

 

開発行為に関する工事の完了について 

 

 

都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 36 条第２項の規定により、次の開発

行為に関する工事が完了したので、検査済証を交付した。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

１ 開発許可年月日、番号及び指令番号 

令和７年 12月 12日 第 24-026-10 号 

那覇市指令ま建指 第 41-24-026-10号 

２ 開発区域に含まれる地域の名称  

那覇市首里大名町３丁目 20番 他４筆 

大名市営住宅第４期建替工事（B、C工区） 

３ 公共施設 

防火水槽 

４ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

那覇市泉崎１丁目１番１号 

那覇市長 知念 覚 

５ 検査済証番号 

令和８年２月 20日 那ま建指第 252号（工事完了） 

令和８年２月 20日 那ま建指第 253号（公共施設工事完了） 

６ 工事完了年月日 

令和８年２月 16日 
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なは市民協働プラザ施設管理業務委託の制限付一般競争入札の実施

について（まちづくり協働推進課） 

那覇市公告第 780 号  

令和８年２月 24 日  

掲 示 済  

 

 

なは市民協働プラザ施設管理業務委託の制限付一般競争入札の実施に

ついて 

 

 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 234 条第１項の規定に基づき、制限付

一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号。以下

「施行令」という。）第 167 条の６及び那覇市契約規則（平成 26 年那覇市規則第

59号。以下「契約規則」という。）第４条の規定により、次のとおり公告する。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

１ 入札に付する事項 

（１）業 務 名 なは市民協働プラザ施設管理業務委託 

（２）履行場所 なは市民協働プラザ 那覇市銘苅２丁目３番１号 

（３）履行期間 令和８年４月１日から令和 10年３月 31日まで 

（４）長期継続契約 

   この入札にかかる契約は、那覇市長期継続契約を締結することができる契約

を定める条例（平成 21年那覇市条例第 41号）第２条第２号の規定に基づく長

期継続契約であるため、この契約を締結した年度の翌年度以降において、各年

度における長期継続契約の経費の予算の範囲内で、契約を締結又は継続するも

のであり、当該契約にかかる支出予算の減額又は削除があった場合には、この

契約を変更又は解除することができるものとする。 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

この入札に参加することができる者は、次の条件を具備する者でなければなら

ない。 

なお、入札参加者は、入札公告日から開札日までの間、次の各号に定める資格

をすべて満たされなければならない。 

（１）那覇市「建設工事・委託業務登録業者」の業種「電気」若しくは「管」に登

録されていること。 

（２）従業員に第１種電気工事士が１人以上いること。 

（３）（１）に係る営業実績が２年以上あること。 

（４）那覇市の市税を完納していること。 

（５）本市を所在地とする本店、支店及び営業所（以下「営業所等」という。）の

いずれかを有し、かつ県内に本店があること。この場合において、営業所等の

要件は那覇市庁舎等清掃業務及び警備業務委託制限付一般競争入札における営
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業所等認定基準（平成 23年 12月５日総務部長決裁）による。 

（６）労災保険、雇用保険、厚生年金及び健康保険制度があること。 

（７）賃金不払等社会的不正行為がないこと。 

（８）業務執行において不誠実な行為がないこと。 

（９）会社更生法（平成 14年法律第 154号）第 17条の規定に基づく更生手続き開

始の申立て又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）第 21条の規定に基づく

再生手続き開始の申立てがなされていない者であること。 

（10）経営及び信用の状況が良好であること。 

（11）施行令第 167条の４第１項の規定する者に該当しないこと。 

（12）施行令第 167条の４第２項各号のいずれかに該当すると認められたものにあ

っては、その事実があった後２年を経過していること。 

（13）那覇市暴力団排除条例（平成 24年那覇市条例第１号。）第２条第１号に規定

する暴力団又は同条第２号に規定する暴力団員に該当しておらず、又は関係し

ていないこと。 

（14）その他市長が必要と認める条件 

 

３ 入札説明会 

日時 令和８年３月２日（月) 

午前９時 30分受付開始 午前９時 40分説明開始 

場所 那覇市銘苅２丁目３番１号 なは市民協働プラザ２階 会議室３ 

 

４ 入札執行の日時及び場所 

  日時 令和８年３月 19日（木） 

     午前９時 30分受付開始 午前９時 40分入札開始 

  場所 那覇市銘苅２丁目３番１号 なは市民協働プラザ２階 会議室３ 

 

５ 入札時提出書類 

（１）入札書（市様式） 

（２）代理人が入札する場合にあっては委任状（市様式） 

 

６ 入札保証金 

契約規則第８条第１項第２号の規定に基づき免除。 

 

７ 契約保証金 

契約規則第 30条第１項第９号の規定に基づき免除。 

 

８ 資格審査書類の提出（落札候補者のみ提出） 

落札候補者は、指定された期日までに次の資格審査書類のうち、必要と認めら

れるものを那覇市まちづくり協働推進課に提出すること。 

（１）入札資格審査申請書（市様式） 

（２）業務実績表（市様式） 

（３）商業登記簿 

（４）市税完納証明書 

（５）所在地確認資料（市様式） 

（６）労働保険（労災・雇用）加入証明書 
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（７）社会保険（健康保険・厚生年金保険）加入証明書 

（８）暴力団、暴力団員に関係していない旨の誓約書（市様式） 

（９）入札参加資格要件にあげる要資格従業員にかかる資格を証する書類の写し 

（10）その他市長が必要と認める書類 

 

９ 入札の無効 

入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札

は無効とする。 

 

10 留意事項 

入札実施後、落札者が正当な理由なく契約の締結又は履行をしない場合は、今

後一定期間の入札参加停止処分とする。 

 

11 お問合せ 

那覇市市民文化部まちづくり協働推進課 

なは市民活動支援センターグループ 

〒900-0004 那覇市銘苅２丁目３番１号 なは市民協働プラザ２階 

電話 098-861-5024 FAX 098-861-5029 
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なは市民協働プラザ機械設備保守点検業務委託の制限付一般競争入

札の実施について（まちづくり協働推進課） 

那覇市公告第 781 号  

令和８年２月 24 日  

掲 示 済  

 

 

なは市民協働プラザ機械設備保守点検業務委託の制限付一般競争入札 

の実施について 

 

 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 234 条第１項の規定に基づき、制限付

一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号。以下

「施行令」という。）第 167 条の６及び那覇市契約規則（平成 26 年那覇市規則第

59号。以下「契約規則」という。）第４条の規定により、次のとおり公告する。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

１  入札に付する事項 

（１）業 務 名  なは市民協働プラザ機械設備保守点検業務 

（２）履行場所  那覇市銘苅２丁目３番１号 なは市民協働プラザ 

（３）履行期間  令和８年４月１日から令和 10年３月 31日まで 

（４）長期継続契約 

この入札にかかる契約は、那覇市長期継続契約を締結することができる契

約を定める条例（平成 21 年那覇市条例第 41 号）第２条第２号の規定に基づ

く長期継続契約であるため、この契約を締結した年度の翌年度以降において、

各年度における長期継続契約の経費の予算の範囲内で、契約を締結又は継続

するものであり、当該契約にかかる支出予算の減額又は削除があった場合に

は、この契約を変更又は解除することができるものとする。 

（５）概  要  空調設備・ポンプ設備・自動ドア等の点検 

 

２  入札に参加する者に必要な資格 

この入札に参加することができる者は、次の条件を具備する者でなければな

らない。 

なお、入札参加者は、入札公告日から開札日までの間、次の各号に定める資

格をすべて満たされなければならない。 

（１）那覇市「建設工事・委託業務登録業者」の業種「管」に登録されていること。 

（２）冷凍機械責任者及び冷媒回収技術者の資格を有する者がいること。 

（３）（１）に係る営業実績が２年以上あること。 

（４）本市の市税を完納していること。 

（５）本市を所在地とする本店、支店及び営業所（以下「営業所等」という。）の

いずれかを有し、かつ県内に本店があること。この場合において、営業所等

の要件は那覇市庁舎等清掃業務及び警備業務委託制限付一般競争入札におけ
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る営業所等認定基準（平成 23年 12月５日総務部長決裁）による。 

（６）労災保険、雇用保険、厚生年金及び健康保険制度があること。 

（７）賃金不払等社会的不正行為がないこと。 

（８）業務執行において不誠実な行為がないこと。 

（９）会社更生法（平成 14年法律第 154号）第 17条の規定に基づく更生手続き開

始の申立て又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条の規定に基づ

く再生手続き開始の申立てがなされていない者であること。 

（10）経営及び信用の状況が良好であること。 

（11）施行令第 167条の４第１項の規定する者に該当しないこと。 

（12）施行令第 167条の４第２項各号のいずれかに該当すると認められたものにあ

っては、その事実があった後２年を経過していること。 

（13）那覇市暴力団排除条例（平成 24 年那覇市条例第１号。）第２条第１号に規

定する暴力団又は同条第２号に規定する暴力団員に該当しておらず、又は関

係していないこと。 

（14）その他市長が必要と認める条件 

 

３  入札説明会 

日時 令和８年３月２日（月) 

午前 10時 30分受付開始 午前 10時 40分説明開始 

場所 那覇市銘苅２丁目３番１号 なは市民協働プラザ２階 会議室３ 

 

４ 入札執行の日時及び場所 

日時 令和８年３月 19日（木） 

午前 10時 30分受付開始 午前 10時 40分入札開始 

場所 那覇市銘苅２丁目３番１号 なは市民協働プラザ２階 会議室３ 

 

５ 入札時提出書類 

（１）入札書（市様式） 

（２）代理人が入札する場合にあっては委任状（市様式） 

 

６ 入札保証金 

契約規則第８条第１項第２号の規定に基づき免除。 

 

７ 契約保証金 

契約規則第 30条第１項第９号の規定に基づき免除。 

 

８ 資格審査書類の提出（落札候補者のみ提出） 

落札候補者は、指定された期日までに次の資格審査書類のうち、必要と認め

られるものを那覇市まちづくり協働推進課に提出すること。 

（１）入札資格審査申請書（市様式） 

（２）業務実績表（市様式） 

（３）商業登記簿 

（４）市税完納証明書 

（５）所在地確認資料（市様式） 

（６）労働保険（労災・雇用）加入証明書 
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（７）社会保険（健康保険・厚生年金保険）加入証明書 

（８）暴力団、暴力団員に関係していない旨の誓約書（市様式） 

（９）入札参加資格要件にあげる要資格従業員にかかる資格を証する書類の写し 

（10）その他市長が必要と認める書類 

 

９ 入札の無効 

入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入

札は無効とする。 

 

10 留意事項 

入札実施後、落札者が正当な理由なく契約の締結又は履行をしない場合は、

今後一定期間の入札参加停止処分とする。 

 

11 お問合せ 

那覇市市民文化部まちづくり協働推進課 

なは市民活動支援センターグループ 

〒900-0004 那覇市銘苅２丁目３番１号 なは市民協働プラザ２階 

電話 098-861-5024 FAX 098-861-5029 
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なは市民協働プラザ消防用設備保守点検業務委託の制限付一般競争

入札の実施について（まちづくり協働推進課） 

那覇市公告第 782 号  

令和８年２月 24 日  

掲 示 済  

 

 

なは市民協働プラザ消防用設備保守点検業務委託の制限付一般競争入

札の実施について 

 

 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 234 条第１項の規定に基づき、制限付

一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号。以下

「施行令」という。）第 167 条の６及び那覇市契約規則（平成 26 年那覇市規則第

59号。以下「契約規則」という。）第４条の規定により、次のとおり公告する。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

１ 入札に付する事項 

（１）業 務 名 なは市民協働プラザ消防用設備保守点検業務委託 

（２）履行場所 なは市民協働プラザ 那覇市銘苅２丁目３番１号 

（３）履行期間 令和８年４月１日から令和 10年３月 31日まで 

（４）長期継続契約 

   この入札にかかる契約は、那覇市長期継続契約を締結することができる契約

を定める条例（平成 21年那覇市条例第 41号）第２条第２号の規定に基づく長

期継続契約であるため、この契約を締結した年度の翌年度以降において、各年

度における長期継続契約の経費の予算の範囲内で、契約を締結又は継続するも

のであり、当該契約にかかる支出予算の減額又は削除があった場合には、この

契約を変更又は解除することができるものとする。 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

この入札に参加することができる者は、次の条件を具備する者でなければなら 

ない。 

なお、入札参加者は、入札公告日から開札日までの間、次の各号に定める資格

をすべて満たされなければならない。 

（１）第１種・第２種消防設備点検資格を有する者がいること。 

（２）（１）に係る営業実績が２年以上あること。 

（３）那覇市の市税を完納していること。 

（４）本市を所在地とする本店、支店及び営業所（以下「営業所等」という。）の

いずれかを有し、かつ県内に本店があること。この場合において、営業所等の

要件は那覇市庁舎等清掃業務及び警備業務委託制限付一般競争入札における営

業所等認定基準（平成 23年 12月５日総務部長決裁）による。 

（５）労災保険、雇用保険、厚生年金及び健康保険制度があること。 



    那 覇 市 公 報    第１９０４号   2026（令和８）年３月16日 

 1995 

（６）賃金不払等社会的不正行為がないこと。 

（７）業務執行において不誠実な行為がないこと。 

（８）会社更生法（平成 14年法律第 154号）第 17条の規定に基づく更正手続き開

始の申立て又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）第 21条の規定に基づく

再生手続き開始の申立てがなされていない者であること。 

（９）経営及び信用の状況が良好であること。 

（10）施行令第 167条の４第１項の規定する者に該当しないこと。 

（11）施行令第 167条の４第２項各号のいずれかに該当すると認められたものにあ

っては、その事実があった後２年を経過していること。 

（12）那覇市暴力団排除条例（平成 24年那覇市条例第１号。）第２条第１号に規定

する暴力団又は同条第２号に規定する暴力団員に該当しておらず、又は関係し

ていないこと。 

（13）その他市長が必要と認める条件 

 

３ 入札説明会 

日時 令和８年３月２日（月) 

午前 11時受付開始 午前 11時 10分説明開始 

場所 那覇市銘苅２丁目３番１号 なは市民協働プラザ２階 会議室３ 

 

４ 入札執行の日時及び場所 

  日時 令和３年３月 19日（木） 

     午前 11時受付開始 午前 11時 10分入札開始 

  場所 那覇市銘苅２丁目３番１号 なは市民協働プラザ２階 会議室３ 

 

５ 入札時提出書類 

（１）入札書（市様式） 

（２）代理人が入札する場合にあっては委任状（市様式） 

 

６ 入札保証金 

契約規則第８条第１項第２号の規定に基づき免除。 

 

７ 契約保証金 

契約規則第 30条第１項第９号の規定に基づき免除。 

 

８ 資格審査書類の提出（落札候補者のみ提出） 

落札候補者は、指定された期日までに次の資格審査書類のうち、必要と認めら

れるものを那覇市まちづくり協働推進課に提出すること。 

（１）入札資格審査申請書（市様式） 

（２）業務実績表（市様式） 

（３）商業登記簿 

（４）市税完納証明書 

（５）所在地確認資料（市様式） 

（６）労働保険（労災・雇用）加入証明書 

（７）社会保険（健康保険・厚生年金保険）加入証明書 

（８）暴力団、暴力団員に関係していない旨の誓約書（市様式） 
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（９）入札参加資格要件にあげる要資格従業員にかかる資格を証する書類の写し 

（10）その他市長が必要と認める書類 

 

９ 入札の無効 

入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札

は無効とする。 

 

10 留意事項 

入札実施後、落札者が正当な理由なく契約の締結又は履行をしない場合は、今

後一定期間の入札参加停止処分とする。 

 

11 お問合せ 

那覇市市民文化部まちづくり協働推進課 

なは市民活動支援センターグループ 

〒900-0004 那覇市銘苅２丁目３番１号 なは市民協働プラザ２階 

電話 098-861-5024 FAX 098-861-5029 
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なは市民協働プラザ環境衛生管理業務委託の制限付一般競争入札の

実施について（まちづくり協働推進課） 

那覇市公告第 783 号  

令和８年２月 24 日  

掲 示 済  

 

 

なは市民協働プラザ環境衛生管理業務委託の制限付一般競争入札の実 

施について 

 

 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 234 条第１項の規定に基づき、制限付

一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号。以下

「施行令」という。）第 167 条の６及び那覇市契約規則（平成 26 年那覇市規則第

59号。以下「契約規則」という。）第４条の規定により、次のとおり公告する。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

１ 入札に付する事項 

（１）業 務 名 なは市民協働プラザ環境衛生管理業務委託 

（２）履行場所 なは市民協働プラザ 那覇市銘苅２丁目３番１号 

（３）履行期間 令和８年４月１日から令和 10年３月 31日まで 

（４）長期継続契約 

   この入札にかかる契約は、那覇市長期継続契約を締結することができる契約

を定める条例（平成 21年那覇市条例第 41号）第２条第２号の規定に基づく長

期継続契約であるため、この契約を締結した年度の翌年度以降において、各年

度における長期継続契約の経費の予算の範囲内で、契約を締結又は継続するも

のであり、当該契約にかかる支出予算の減額又は削除があった場合には、この

契約を変更又は解除することができるものとする。 

（５）概  要 

空気環境測定、害虫駆除・予防、飲用水貯水槽清掃、汚水槽清掃、水質検査、

簡易専用水道検査 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

この入札に参加することができる者は、次の条件を具備する者でなければなら

ない。 

なお、入札参加者は、入札公告日から開札日までの間、次の各号に定める資格

をすべて満たされなければならない。 

（１）次に登録されていること。 

・建築物における衛生的環境の確保に関する法律第 12 条の２第１項第７号か

つ第８号。 

・那覇市庁舎等清掃業務委託及び警備業務委託競争入札参加者資格等に関する

要綱第５条第１項に規定する制限付一般競争入札参加資格者名簿。 
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（２）建築物環境衛生管理技術者の資格を有する者がいること。 

（３）（１）に係る営業実績が２年以上あること。 

（４）那覇市の市税を完納していること。 

（５）本市を所在地とする本店、支店及び営業所（以下「営業所等」という。）の

いずれかを有し、かつ県内に本店があること。この場合において、営業所等の

要件は那覇市庁舎等清掃業務及び警備業務委託制限付一般競争入札における営

業所等認定基準（平成 23年 12月５日総務部長決裁）による。 

（６）労災保険、雇用保険、厚生年金及び健康保険制度があること。 

（７）賃金不払等社会的不正行為がないこと。 

（８）業務執行において不誠実な行為がないこと。 

（９）会社更生法（平成 14年法律第 154号）第 17条の規定に基づく更正手続き開

始の申立て又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）第 21条の規定に基づく

再生手続き開始の申立てがなされていない者であること。 

（10）経営及び信用の状況が良好であること。 

（11）施行令第 167条の４第１項の規定する者に該当しないこと。 

（12）施行令第 167条の４第２項各号のいずれかに該当すると認められたものにあ

っては、その事実があった後２年を経過していること。 

（13）那覇市暴力団排除条例（平成 24年那覇市条例第１号。）第２条第１号に規定

する暴力団又は同条第２号に規定する暴力団員に該当しておらず、又は関係し

ていないこと。 

（14）その他市長が必要と認める条件 

 

３ 入札説明会 

 日時 令和８年３月２日（月) 

     午前 10時 00分受付開始 午前 10時 10分説明開始 

  場所 那覇市銘苅２丁目３番１号 なは市民協働プラザ２階 会議室３ 

 

４ 入札執行の日時及び場所 

  日時 令和８年３月 19日（木） 

     午前 10時 00分受付開始 午前 10時 10分説明開始 

  場所 那覇市銘苅２丁目３番１号 なは市民協働プラザ２階 会議室３ 

 

５ 入札時提出書類 

（１）入札書（市様式） 

（２）代理人が入札する場合にあっては委任状（市様式） 

 

６ 入札保証金 

契約規則第８条第１項第２号の規定に基づき免除。 

 

７ 契約保証金 

契約規則第 30条第１項第９号の規定に基づき免除。 

 

８ 資格審査書類の提出（落札候補者のみ提出） 

落札候補者は、指定された期日までに次の資格審査書類のうち、必要と認めら

れるものを那覇市まちづくり協働推進課に提出すること。 
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（１）入札資格審査申請書（市様式） 

（２）業務実績表（市様式） 

（３）商業登記簿 

（４）市税完納証明書 

（５）所在地確認資料（市様式） 

（６）労働保険（労災・雇用）加入証明書 

（７）社会保険（健康保険・厚生年金保険）加入証明書 

（８）暴力団、暴力団員に関係していない旨の誓約書（市様式） 

（９）入札参加資格要件にあげる要資格従業員にかかる資格を証する書類の写し 

（10）その他市長が必要と認める書類 

 

９ 入札の無効 

入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札

は無効とする。 

 

10 留意事項 

入札実施後、落札者が正当な理由なく契約の締結又は履行をしない場合は、今

後一定期間の入札参加停止処分とする。 

 

11 お問合せ 

那覇市市民文化部まちづくり協働推進課 

なは市民活動支援センターグループ 

〒900-0004 那覇市銘苅２丁目３番１号 なは市民協働プラザ２階 

電話 098-861-5024 FAX 098-861-5029 
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なは市民協働プラザ自家用電気工作物保安管理業務委託の制限付一

般競争入札の実施について（まちづくり協働推進課） 

那覇市公告第 784 号  

令和８年２月 24 日  

掲 示 済  

 

 

なは市民協働プラザ自家用電気工作物保安管理業務委託の制限付一般競 

争入札の実施について 

 

 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 234 条第１項の規定に基づき、制限付

一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号。以下

「施行令」という。）第 167 条の６及び那覇市契約規則（平成 26 年那覇市規則第

59号。以下「契約規則」という。）第４条の規定により、次のとおり公告する。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

１ 入札に付する事項 

（１）業 務 名 なは市民協働プラザ自家用電気工作物保安管理業務委託 

（２）履行場所 なは市民協働プラザ 那覇市銘苅２丁目３番１号 

（３）履行期間 令和８年４月１日から令和 10年３月 31日まで 

（４）長期継続契約 

   この入札にかかる契約は、那覇市長期継続契約を締結することができる契約

を定める条例（平成 21年那覇市条例第 41号）第２条第２号の規定に基づく長

期継続契約であるため、この契約を締結した年度の翌年度以降において、各年

度における長期継続契約の経費の予算の範囲内で、契約を締結又は継続するも

のであり、当該契約にかかる支出予算の減額又は削除があった場合には、この

契約を変更又は解除することができるものとする。 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

この入札に参加することができる者は、次の条件を具備する者でなければなら

ない。 

なお、入札参加者は、入札公告日から開札日までの間、次の各号に定める資格

をすべて満たされなければならない。 

（１）那覇産業保安監督事務所の「電気保安法人名簿」に登録されていること。 

（２）（１）に係る営業実績が２年以上あること。 

（３）那覇市の市税を完納していること。 

（４）本市を所在地とする本店、支店及び営業所（以下「営業所等」という。）の

いずれかを有し、かつ県内に本店があること。この場合において、営業所等の

要件は那覇市庁舎等清掃業務及び警備業務委託制限付一般競争入札における営

業所等認定基準（平成 23年 12月５日総務部長決裁）による。 

（５）労災保険、雇用保険、厚生年金及び健康保険制度があること。 
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（６）賃金不払等社会的不正行為がないこと。 

（７）業務執行において不誠実な行為がないこと。 

（８）会社更生法（平成 14年法律第 154号）第 17条の規定に基づく更正手続き開

始の申立て又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）第 21条の規定に基づく

再生手続き開始の申立てがなされていない者であること。 

（９）経営及び信用の状況が良好であること。 

（10）施行令第 167条の４第１項の規定する者に該当しないこと。 

（11）施行令第 167条の４第２項各号のいずれかに該当すると認められたものにあ

っては、その事実があった後２年を経過していること。 

（12）那覇市暴力団排除条例（平成 24年那覇市条例第１号。）第２条第１号に規定

する暴力団又は同条第２号に規定する暴力団員に該当しておらず、又は関係し

ていないこと。 

（13）その他市長が必要と認める条件 

 

３ 入札説明会 

   日時 令和８年３月２日（月) 

      午前 11時 30分受付開始 午前 11時 40分説明開始 

   場所 那覇市銘苅２丁目３番１号 なは市民協働プラザ２階 会議室３ 

 

４ 入札執行の日時及び場所 

  日時 令和６年３月 19日（木） 

     午前 11時 30分受付開始 午前 11時 40分入札開始 

  場所 那覇市銘苅２丁目３番１号 なは市民協働プラザ２階 会議室３ 

 

５ 入札時提出書類 

（１）入札書（市様式） 

（２）代理人が入札する場合にあっては委任状（市様式） 

 

６ 入札保証金 

契約規則第８条第１項第２号の規定に基づき免除。 

 

７ 契約保証金 

契約規則第 30条第１項第９号の規定に基づき免除。 

 

８ 資格審査書類の提出（落札候補者のみ提出） 

落札候補者は、指定された期日までに次の資格審査書類のうち、必要と認めら

れるものを那覇市まちづくり協働推進課に提出すること。 

（１）入札資格審査申請書（市様式） 

（２）業務実績表（市様式） 

（３）商業登記簿 

（４）市税完納証明書 

（５）所在地確認資料（市様式） 

（６）労働保険（労災・雇用）加入証明書 

（７）社会保険（健康保険・厚生年金保険）加入証明書 

（８）暴力団、暴力団員に関係していない旨の誓約書（市様式） 
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（９）入札参加資格要件にあげる要資格従業員にかかる資格を証する書類の写し 

（10）その他市長が必要と認める書類 

 

９ 入札の無効 

入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札

は無効とする。 

 

10 留意事項 

入札実施後、落札者が正当な理由なく契約の締結又は履行をしない場合は、今

後一定期間の入札参加停止処分とする。 

 

11 お問合せ 

那覇市市民文化部まちづくり協働推進課 

なは市民活動支援センターグループ 

〒900-0004 那覇市銘苅２丁目３番１号 なは市民協働プラザ２階 

電話 098-861-5024 FAX 098-861-5029 
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令和８年度次亜塩素酸ソーダ補充業務委託に係る制限付一般競争入

札(事後審査型)の実施について（クリーン推進課） 

那覇市公告第 789 号  

令和８年２月 25 日  

掲 示 済  

 

 

制限付一般競争入札（事後審査型）の実施について 

 

 

 次のとおり制限付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令第 167条の６

及び那覇市契約規則第４条の規定により公告する。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

１ 入札に付する事項 

(1) 業 務 名  令和８年度 次亜塩素酸ソーダ補充業務委託 

(2) 委託期間  令和８年４月１日から令和９年３月31日まで 

(3) 履行場所  那覇市し尿等下水道放流施設 

(浦添市伊奈武瀬１－５－11) 

(4) 業務内容  別紙「令和８年度 次亜塩素酸ソーダ補充業務委託 仕様書」

のとおり 

(5) 当該競争入札は、競争入札参加資格の審査を入札執行後に行う事後審査型

である。 

 

２ 入札執行の日時及び場所 

(1) 日 時  令和８年３月 19日（木）午後３時 

(2) 場 所  那覇市クリーン推進課 会議室 

※郵送による入札は認めない。 

(3) 特記事項  この公告は、令和８年度当初予算成立を前提とした年度開始 

前の事前準備手続であり、本入札案件は、令和８年度当初予算 

成立後に効力を生じる案件である。那覇市議会により当該予算 

に係る議決が延期又は否決された場合は、入札を延期又は中止 

する場合がある。 

 

３ 入札説明会 

入札説明会は実施しませんので、入札案内及び仕様書に不明な点がありまし

たら、質問書に記入してFAXにて問い合わせください。 

入札案内及び仕様書、入札書、委任状、質問書の様式は那覇市ホームページ

よりダウンロードできます。 
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４ 入札に参加する者に必要な資格 

(1) 本業務に際し、本公示及び仕様書に基づき業務を確実に履行できる者。 

(2) 那覇市「Ｒ８・Ｒ９年度物品購入等入札参加資格者名簿」の業種［薬品、 

衛生材料、医療機械器具、理科機械器］に登録済である。 

(3) 公告日から入札執行日までの間に、本市から那覇市建設工事等の請負契約 

に係る指名停止に関する要領に基づく指名停止の措置を受けている期間がな

い。 

(4) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項に規定する者 

に該当しない者。 

 

５ 入札保証金 

那覇市契約規則第８条第１項第２号により免除する。 

ただし、落札者が正当な理由なく契約を締結しないときは、損害賠償金とし

て、入札金額に年間補充予定量を乗じて得た額の100分の５を那覇市に納付する

こと。 

 

６ 契約保証金 

那覇市契約規則第30条第９号により免除する。 

 

７ 入札・落札に関する事項 

別紙「入札の心得」を参照すること。 

 

８ 入札金額に係る消費税の扱い 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相

当する金額を加算した額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数金

額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするため、入札参加者は、消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかにかかわらず、見積もった金額の

110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

 

９ 問い合わせ先 

那覇市環境部クリーン推進課管理グループ 赤嶺 

〒901-1105 南風原町字新川650 

TEL：098-889-3567 FAX：098-888-1274 
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令和８年度 次亜塩素酸ソーダ補充業務委託 仕様書 

 

１ 薬品補充場所   那覇市し尿等下水道放流施設 

（浦添市伊奈武瀬１丁目５番 11号） 

 

２ 契約期間     令和８年４月１日から令和９年３月 31日まで 

 

３ 契約方法     １㎏当たりの単価契約とする。 

 

４ 薬品の種類及び規格 薬品の種類 次亜塩素酸ソーダ 

規格 12％ 

 

５ 薬品補充方法 

(1) 原則として薬品ごとに専用のタンクローリでの補充とする。車両には一種

類の薬品を積載すること。 

(2) 指定された期日に指定した量をタンク等に補充すること。 

 

６ 報告書の提出及び請求 

補充を行った月ごとに請求書及び薬品補充報告書（指定様式）で翌月に報告

すること（納品書添付）。納品書には施設名を記入すること。 

 

７ 各月の委託料は、下記の計算式で算出した(1)と(2)を加算した額とする。 

(1) 当該月の薬品補充量×契約単価（１円未満切り捨て） 

(2) 上記(1)×10％（消費税）（１円未満切り捨て） 

 

８ 年間補充予定量   約２６,８４０㎏ 

（※ただし、補充の義務は負わないものとする。） 

 

９ その他 

(1) 契約業者は、車両、関係法令（毒物及び劇物取締法等）を遵守するととも

に、機械等を操作・移動する場合は、安全確認を十分に行うこと。作業中に

おいて事故があった場合、所要の措置を講じるとともに、事故発生原因及び

その経過内容について速やかに係員に報告すること。 

(2) 契約業者は、納入時に際し、し尿等下水道放流施設の機器等に損害を与え

た場合、その補償をするものとする。 

(3) 本仕様書に記載なき事項については、那覇市と協議の上決定すること。 
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受入槽・沈砂槽等汚泥収集・運搬業務委託(し尿等下水道放流施設)に

係る制限付一般競争入札(事後審査型)の実施について（クリーン推進課） 

那覇市公告第 790 号  

令和８年２月 25 日  

掲 示 済  

 

 

制限付一般競争入札（事後審査型）の実施について 

 

 

 次のとおり制限付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令第 167条の６

及び那覇市契約規則第４条の規定により公告する。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

１ 入札に付する事項 

(1) 業 務 名  受入槽・沈砂槽等汚泥 収集・運搬業務委託 

（し尿等下水道放流施設） 

(2) 委託期間  令和８年４月１日から令和９年３月 31日まで 

(3) 履行場所  那覇市し尿等下水道放流施設 

（浦添市伊奈武瀬１－５－11） 

(4) 業務内容  別紙仕様書のとおり 

(5) 最低制限価格は設定しない。 

(6) 当該競争入札は、競争入札参加資格の審査を入札執行後に行う事後審査型 

である。 

 

２ 入札執行の日時及び場所 

(1) 日 時  令和８年３月 19日（木）午後３時 30分 

(2) 場 所  那覇市クリーン推進課 会議室 

※郵送による入札は認めない。 

(3) 特記事項  この公告は、令和８年度当初予算成立を前提とした年度開始 

前の事前準備手続であり、本入札案件は、令和８年度当初予算 

成立後に効力を生じる案件である。那覇市議会により当該予算 

に係る議決が延期又は否決された場合は、入札を延期又は中止 

する場合がある。 

 

３ 入札説明会 

入札説明会は実施しませんので、入札案内及び仕様書に不明な点がありました

ら、質問書に記入して FAXにて問い合わせください。 

入札案内及び仕様書、入札書、委任状、質問書の様式は那覇市ホームページよ

りダウンロードできます。 
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４ 入札に参加する者に必要な資格 

(1) 本業務に際し、本公示及び仕様書に基づき業務を確実に履行できる者であ

ること。 

(2) 那覇市の建設工事等業者名簿「令和７・８年度業者登録名簿」に登録済の

県内業者。 

(3) 沖縄本島に本社又は営業所があること。 

(4) 公告日から入札執行日までの間に、本市から那覇市建設工事等の請負契約

に係る指名停止に関する要領に基づく指名停止の措置を受けている期間がな

いこと。 

(5) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第に規定する者

に該当しない者であること。 

 

５ 入札保証金 

那覇市契約規則第８条第１項第２号により免除する。 

ただし、落札者が正当な理由なく契約を締結しないときは、損害賠償金として、

入札金額の 100分の５を那覇市に納付すること。 

 

６ 契約保証金 

那覇市契約規則第 30条第９号により免除する。 

 

７ 入札・落札に関する事項 

別紙「入札の心得」を参照すること。 

 

８ 入札金額に係る消費税の扱い 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に

相当する金額を加算した額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数金

額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするため、入札参加者は、消費税に係

る課税事業者であるか免税事業者であるかにかかわらず、見積もった金額の 110

分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。 

 

９ 対象施設の事前見学 

対象施設を事前に見学希望する場合は、下記担当者へ問合せのうえ日程の調整

を行うこと。 

施設の見学は令和８年３月 10日までとする。 

 

10 問い合わせ先 

那覇市環境部クリーン推進課管理グループ 赤嶺 

〒901-1105 南風原町字新川 650 

TEL：098-889-3567 FAX：098-888-1274 
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受入槽、沈砂槽等汚泥 収集・運搬業務委託 仕様書 

 

 

１ 件  名  受入槽、沈砂槽等汚泥 収集・運搬業務委託 

２ 抜取場所  那覇市し尿等下水道放流施設 

（浦添市伊奈武瀬１－５－11） 

３ 委託期間  令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

※ただし、作業は土曜日に行うものとする。 

４ 抜取回数  ３回 

５ 業務委託  那覇市し尿等下水道放流施設受入槽、沈砂槽等の性能維持のため、

槽の清掃及び汚泥収集、処分場への汚泥運搬を委託する。 

６ 業務概要  受入槽、沈砂槽等 

１回の汚泥抜取量  約５００kg（見込） 

７ 作業方法  本業務について下記のとおり厳密に実施するものとする。 

(1) 付近住民の陳情及び苦情等の申し出があったときは速やかに担当職員に報

告しなければならない。 

(2) 作業における労務管理は万全に行い、事故を未然に防止するように常に心

がけ万一事故が発生した場合は、請負業者が責任を持って適切に処理するこ

と。 

(3) 作業にあたっては、槽内のガスに十分注意し、ガス抜き空気圧送及びガス

警報器等を使用すること。 

(4) 作業は必ず監督者と緊急時の連絡員を配置すること。 

(5) 槽内に入る作業員は、防護機能のある作業服・ヘルメット・マスク等を着

用すること。 

(6) 抜取をした汚泥は運搬先の事業場（処分事業場）が受入を認める状態（乾

燥）になるまで保管すること。このとき周辺環境への配慮を怠らないこと。 

(7) 作業で生じた残渣等は、受託者の責任で廃棄処分すること。 

(8) その他、本仕様書に記載なき事項については、双方協議の上で決定する。 

８ 提出書類  抜取作業を１回行うごとに下記書類を提出する。 

(1) 着手届 

(2) 現場代理人及び主任技術者届 

(3) 完了届 

(4) 業務写真 

(5) 報告書（マニュフェスト） 
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公告の訂正について（管財課） 

那覇市公告第 797 号  

令和８年２月 27 日  

掲 示 済  

 

 

公告の訂正について 

 

 

 令和８年２月 16日付け那覇市公告第 740号にて公告した令和８年度那覇市庁

舎等清掃業務及び警備業務委託に係る入札の実施について、次のように訂正があ

るので公告する。 

 

 

那 覇 市 長      知念 覚 

那覇市上下水道事業管理者 屋比久 猛義 

 

 

一 訂正事項 

１ 入札公告 

 

二 訂正する項目 

 １ 入札公告 

訂正箇所 訂正の内容 

訂正前 訂正後 

２ 入札に参加す

る者に必要な資格

に関する事項 

（１）②警備業務にあって

は、１号警備の登録を受け

ていること。なお、警備業

務委託案件一覧（別表２）

の案件番号３「那覇市保健

所施設警備業務委託」につ

いては、１号警備及び２号

警備の登録を受けているこ

と。 

（１）②警備業務にあって

は、１号警備の登録を受け

ていること。なお、警備業

務委託案件一覧（別表２）

の案件番号４「那覇市保健

所施設警備業務委託」につ

いては、１号警備及び２号

警備の登録を受けているこ

と。 

９ 落札の件数制

限 

（令和６年度以前の契約で

複数年契約（長期継続契約

等）は、落札の件数制限の

対象とはしない。） 

（令和７年度以前の契約で

複数年契約（長期継続契約

等）は、落札の件数制限の

対象とはしない。） 
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令和８年度那覇市し尿等下水道放流施設維持管理業務委託に係る制

限付一般競争入札(事後審査型)の実施について（クリーン推進課） 

那覇市公告第 817 号  

令和８年３月３日  

掲 示 済  

 

 

制限付一般競争入札（事後審査型）の実施について 

 

 

 次のとおり制限付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令第 167条の６

及び那覇市契約規則第４条の規定により公告する。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

１ 入札に付する事項 

(1) 業 務 名  令和８年度 那覇市し尿等下水道放流施設維持管理業務委託 

(2) 委託期間  令和８年４月１日から令和９年３月 31日まで 

(3) 履行場所  那覇市し尿等下水道放流施設 

(浦添市伊奈武瀬１－５－11) 

(4) 業務内容  別紙「令和８年度 那覇市し尿等下水道放流施設維持管理業 

務委託仕様書」のとおり 

(5) 最低制限価格は設定しない。 

(6) 当該競争入札は、競争入札参加資格の審査を入札執行後に行う事後審査型

である。 

 

２ 入札執行の日時及び場所 

(1) 日 時  令和８年３月 19日（木）午後２時 

(2) 場 所  那覇市クリーン推進課 会議室 

※郵送による入札は認めない。 

(3) 特記事項  この公告は、令和８年度当初予算成立を前提とした年度開始 

前の事前準備手続であり、本入札案件は、令和８年度当初予算 

成立後に効力を生じる案件である。那覇市議会により当該予算 

に係る議決が延期又は否決された場合は、入札を延期又は中止 

する場合がある。 

 

３ 入札説明会 

入札説明会は実施しませんので、入札案内及び仕様書に不明な点がありました

ら、質問書に記入して FAXにて問い合わせください。 

入札案内及び仕様書、入札書、委任状、質問書の様式は那覇市ホームページよ

りダウンロードできます。 
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４ 入札に参加する者に必要な資格 

(1) 本業務に際し、本公示及び仕様書に基づき業務を確実に履行できる者であ

ること。 

(2) 那覇市法制契約課にＲ７・Ｒ８年度の委託業者又は工事業者で登録されて

いること。 

(3) 沖縄本島に本社又は営業所があること。 

(4) 公告日から入札執行日までの間に、本市から那覇市建設工事等の請負契約

に係る指名停止に関する要領に基づく指名停止の措置を受けている期間がな

いこと。 

(5) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第１項に規定す

る者に該当しない者。 

 

５ 入札保証金 

那覇市契約規則第８条第１項第２号により免除する。 

ただし、落札者が正当な理由なく契約を締結しないときは、損害賠償金として、

入札金額の 100分の５を那覇市に納付すること。 

 

６ 契約保証金 

那覇市契約規則第 30条第９号により免除する。 

 

７ 入札・落札に関する事項 

別紙「入札の心得」を参照すること。 

 

８ 入札金額に係る消費税の扱い 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に

相当する金額を加算した額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数金

額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするため、入札参加者は、消費税に係

る課税事業者であるか免税事業者であるかにかかわらず、見積もった金額の 110

分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。 

 

９ 対象施設の事前見学 

対象施設を事前に見学希望する場合は、下記担当者へ問合せのうえ日程の調整

を行うこと。施設の見学は令和８年３月 10日までとする。 

 

10 問い合わせ先 

那覇市環境部クリーン推進課管理グループ 赤嶺 

〒901-1105 南風原町字新川 650 

TEL：098-889-3567 FAX：098-888-1274 
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令和８年度 那覇市し尿等下水道放流施設 維持管理業務委託 仕様書 

 

（目的） 

１ 本仕様書は､那覇市し尿等下水道放流施設（以下「施設」とする。）の維持管理

業務(以下｢業務｣という｡) について、那覇市し尿等下水道施設管理要綱（以下

「要綱」とする。）及び契約書に定めるほか、必要な委託基準を定めることを目

的とする。なお、那覇市を｢甲｣、受託者を｢乙｣とする｡ 

 

（施設等） 

２ 施設の住所及び範囲は、次のとおりとする。 

(1) 住所 浦添市伊奈武瀬１－５－11 

(2) 範囲 主要設備及びそれに付帯する設備 

 

（業務時間） 

３ 業務時間は、次のとおりとする。 

(1) 乙は､要綱で定める施設稼働日において業務を適切に行うこと。ただし、１

月１日から１月３日までの間については、巡視を１回行うこととする｡ 

(2) 乙は、前号にかかわらず、台風等の自然災害､事故及び施設の運転に支障の

ある故障等の緊急時には随時対応するものとする｡ 

 

（資格） 

４ 乙は､業務内容を適正かつ的確に実施できる人員を配置し、業務従事者は次の

資格を有していなければならない｡ 

(1) 第２種酸素欠乏危険作業主任者 

(2) 特定化学物質作業主任者 

 

（業務内容） 

５ 乙の業務内容は、次のとおりとする。施設の範囲､内容及び点検実施方法は、

別紙、主要設備及び保守点検実施事項に定めるとおりとする｡ 

(1) 施設の運転､維持管理 

① 搬入車両の誘導と計量、計量データの記録、整理、報告、及び保管。 

② し尿・浄化槽汚泥等の搬入者が提出する清掃記録票の整理及び提出。 

③ 放流水の水質が除外施設の下水道放流水質規定に適合するように施設の 

各設備を運転する｡ 

④ 脱臭設備を地域の臭気規定に適合するように施設の各設備を運転する｡ 

⑤ し尿等を施設の処理能力の範囲内で延滞なく処理する｡ 

⑥ し尿等の処理により発生する汚泥を延滞なく脱水処理する｡ 

⑦ 排出設備から出る汚泥等を、甲の指示する方法で、貸与車両により焼却場

所へ搬出する。なお、搬出・運搬時に臭気漏れの恐れがあるときは、臭気対

策に努める。 

⑧ 各設備は、定められた方法で適正に操作する｡ 

⑨ し尿等の処理に要する薬品等は、適正に使用し、経費の節減に努める｡ 

⑩ し尿等の処理に要する薬品等の補充、脱臭塔の活性炭の取替については、

納期を勘案し、業務に支障がないよう事前に品名、数量及び日時を明確にし､
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甲に支給を依頼する｡ 

⑪ 勤務終了時の施設の各窓、扉及びゲート施錠の確認｡ 

⑫ 機械警備のセット及びリセット｡ 

⑬ 業務日報、週報、月報、排出汚水量の報告、その他必要な書類の作成及び

提出｡ 

(2) 各設備の保守点検 

① 各設備の故障、事故等を未然に防止するため、施設内設備の取扱説明書に

基づき保守点検を実施する。 

② 保守点検等で発見された故障箇所、不良箇所、または事故の発生した箇所

については応急処置を施し、甲に速やかに報告する｡ 

(3) 軽易な修理等 

① 保守点検等で発見された箇所、不良箇所等について、支給原材料などによ

り、乙が現場で可能なものの修理、調整、分解掃除及び部品取替｡ 

② 乙は、支給原材料などにより、乙が現場で可能な設置、改良、造作を甲の

承認を得て実施する。ただし、緊急の場合は、応急処置を施し、甲に速やか

に報告する。 

③ 乙は、甲の承認を得て実施した修理、設置、改良、造作を施したものは､

写真撮影し報告する。 

(4) 施設の清掃等 

① 施設の景観を保つよう、施設内の側溝の清掃及び草刈り等を実施する。 

② 施設を快適に利用できるよう、施設内の床、トイレ等を清潔に保つよう、

日常的に清掃を実施すること。 

(5) その他 

① 施設見学者への説明、案内の実施｡ 

② し尿・浄化槽受入槽及び下水道清掃汚泥受入槽の清掃時に必要に応じて作

業立会を行う。 

③ 甲乙の協議を経て確認された施設維持管理のために必要な作業｡ 

 

（業務報告） 

６ 乙は、業務内容を明らかにするため、業務日報、週報、月報、排出汚水量の報

告、その他甲の指示する内容を紙文書で報告する。また、甲が求めれば、乙は報

告書の電子データを提出する。 

 

（経費負担） 

７ 委託業務の履行に必要な経費のうち、光熱水費・通信費および修繕料は、甲が

負担する。 

 

（設備等の貸与） 

８ 甲が乙に業務を行うために無償で貸与する設備は、次のとおりとする｡ 

(1) 事務室、FAX機能付電話機 

(2) シャワー室、更衣室 

(3) トイレ 

(4) 倉庫、工作室 

(5) 湯沸室 

(6) その他甲が必要と認める設備 
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（物品､消耗品等の管理） 

９ 乙は、甲が指示する物品、消耗品等について、使用時期、使用量、在庫量等が

明確になるよう、常に整理し保管するものとする｡ 

 

（緊急時の体制） 

10 乙は、重大事故、施設の運転に支障のある重大故障等の緊急時に備え、従業員

を非常招集できる体制を確立しておかなければならない｡ 

 

 （火災等発生時等の対応） 

11 火災等発生時、台風、地震、津波等の災害発生時の対応マニュアルは、甲が定

める。 

 

（立入の制限） 

12 乙は、維持管理上及び安全衛生管理上、関係者以外の者及び車両をみだりに立

ち入らせてはならない｡ 

 

 （業務の引継） 

13 業務の引継については、次のとおりとする。 

(1) 乙は、業務開始までに、業務の遂行に支障をきたすことのないよう業務の 

引継を終えておかなければならない。 

(2) 乙は、業務満了の日以前 30日を限度とする期間において、後任の受託者に

対し、技術指導を行わなければならない。 

(3) 前２号の業務に要する費用は、技術指導を受ける者の負担とする。 

 

(疑義) 

14 この仕様書の定める事項について疑義が生じた場合及び業務の遂行にあたり不

明な事項については、甲乙協議の上決定するものとするが軽微な事項は甲の指示

による｡ 
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別紙 

主要設備及び保守点検実施事項 

 

１ 主要設備 

(1) 受入設備(下水道清掃汚泥受入設備を含む。) 

(2) 前処理設備 

(3) 固液分離設備 

(4) 希釈放流設備 

(5) 雨水再利用設備 

(6) 薬品注入貯留設備 

(7) 搬出設備 

(8) 脱臭・換気設備 

(9) 電気、計装設備 

(10) 計量設備 

(11) その他、関連設備 

 

２ 保守点検実施事項 

施設の保守点検実施事項の詳細は、各取扱説明書による。主要機器の点検概要

は、下記を基本とする｡ 

機  器 保 守 点 検 実 施 事 項 

機械設備  

受入口 ホース洗浄状況・ホースクランプの確認及び清掃 

真空ポンプ 封水の確認、真空圧確認 

沈砂除去装置 沈砂吸引・洗浄・水切り・搬出作業、各弁作動確

認 

下水道清掃汚泥受入口 

バーススクリーン 

スクリーン残渣掻上、受入口内清掃、残渣等排出

作業 

ブロア 分配空気量の確認、吐出圧・温度・油量の確認 

水中ポンプ 吐出量の確認、インペラ部の引上確認 

破砕ポンプ 自動給油器・温度の確認 

計量槽 流量確認、内部清掃 

スクリーン 除渣状況の確認、スクリーン目詰まり確認 

スクリュープレス 脱水し渣水分確認、内部洗浄、油温度確認 

コンベア テンション確認、フライト確認 

ホッパ レベル計確認、油量の確認 

温水洗浄装置 水温確認、ヒータ電流・過熱確認 

一軸ネジ式ポンプ 圧力確認、移送・供給量の確認 

液体サイクロン 差圧確認、沈砂分離状態確認 

渦巻ポンプ Ｖベルト・カップリングの確認、油量確認 

ベビコン Ｖベルト・油量確認、ドレン抜き確認、作動圧の

確認 

固液分離機 フロック状態の確認、脱水汚泥の水分確認、分離

液確認 

給水装置 発停状態の確認、給水フロートの確認 
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脱水助剤自動溶解装置 撹拌・溶解状態の確認、助剤補給、給粉部清掃 

薬品貯留槽 貯留量の確認、薬品の受入・補充溶解 

薬品注入ポンプ 圧力の確認、移送量の確認 

袋詰装置 フィード状態の確認、シール状態の確認 

リフター 稼動状況の確認 

雨水ろ過装置 圧力確認、逆先作業 

ファン Ｖベルト・油量確認、ドレン抜き確認、吐出圧の

確認 

洗浄塔 Ph、次亜塩素酸濃度確認、散水状態・補給水の確

認 

ミストセパレータ ドレンの確認、漏れの有無 

活性炭吸着塔 ドレンの確認、漏れの有無 

脱臭管 流速の確認、ダンパ開度調整 

機器全般 漏れの有無、振動、異音、悪臭の有無、電圧・電

流の確認 

  

建築設備  

自動ドア 開閉状況確認、安全装置確認、振動、異音の有無 

シャッター 開閉状況確認、振動、異音の有無 

各槽 水質・水位・スカム等の状況確認 

  

電気計装設備  

各操作盤 球切れの有無、盤面の清掃、異常警報の確認 

ph計 指示値の確認、電極の洗浄、校正 

次亜塩素酸濃度計 指示値の確認、センサーの洗浄、校正 

流量計 ゼロ値確認、指示値変動の確認 

水位計 ゼロ値確認、指示値変動の確認 

  

施設全体 腐食状況、破損の有無、清掃及び整理整頓 

 

３ 設備維持管理上の必要に応じて次の事項を実施する｡ 

各操作盤の清掃 

(1) 前処理機器・固液分離機の内部清掃 

(2) ph計の洗浄及び校正 

(3) 給油箇所への注油 

(4) 各室内ユニットのフィルター点検及び清掃 

(5) 薬品注入設備の錆等の状況、漏洩の有無、タンク廻り確認 

(6) 配管内閉塞物の清掃 

(7) 各機器ドレン抜きの実施主要設備及び保守点検実施事項 
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令和８年度那覇市消防局感染性・非感染性廃棄物収集運搬及び処理

業務委託の制限付一般競争入札の実施について（消防局救急課） 

那覇市公示第 888 号  

令和８年３月 16 日  

 

制限付一般競争入札の実施について 

 

 

「令和８年度 那覇市消防局 感染性・非感染性廃棄物収集運搬及び処理業

務委託」の制限付一般競争入札を実施する。よって地方自治法施行令第 167 条の

６及び那覇市契約規則第４条に基づき次のとおり公告する。 
 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

１ 一般競争入札に付する事項 

(1) 件  名：令和８年度 那覇市消防局 感染性・非感染性廃棄物収集運搬及

び処理業務委託 

(2) 履行期間：契約の締結日から令和９年３月 31日まで 

(3) 業務概要：別紙仕様書のとおり。 

(4) 備  考：本委託は紙による入札を行う。 

 

２ 入札参加資格 

  次に掲げる条件を、すべて満たしている有資格業者であること。 

(1) 沖縄県から産業廃棄物収集運搬業許可証を受けているもの。 

(2) 沖縄県から産業廃棄物処分業許可証を受けているもの。 

(3) 沖縄県から特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証を受けているもの。 

(4) 沖縄県から特別管理産業廃棄物処分業許可証を受けているもの。 

(5) 公告日から入札執行日までの間に、本市から那覇市物品購入等入札参加資

格審査及び指名選定要綱に基づく指名停止の措置を受けていないこと。 

(6) 本市の市税の納税義務がある者にあっては、その市税に滞納がないこと。 

(7) 地方自治法施行令第 167条の４の規定に該当しないこと。 

(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第 77 号)

第２条第６号の暴力団員又は同条第２号の暴力団もしくは同条第６号の暴力

団員と密接な関係を有するものでないこと。 

 

３ 入札参加資格の確認申請書等の提出 

本競争の参加希望者は、制限付一般競争入札参加申請書（以下「申請書」と

いう。）及び関係書類（以下「資格審査資料」という。）を持参により提出し、

競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 

なお、期限までに申請書及び資格審査資料を提出しない者並びに資格がない

と認められた者は、本競争に参加できない。 

(1) 申請書及び資格審査資料の提出期間等 

ア 提出期限：令和８年３月 23日(月)午後２時まで 
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※ただし午後 12時 00分～午後１時 00分、土日祝日を除く。 

イ 提出場所：那覇市消防局４階 救急課（那覇市銘苅２丁目３番８号） 

         電話番号 098-867-1199    

ウ 提出方法：持参によるものとする。 

エ 提出書類：① 制限付一般競争入札参加申請書（市様式） 

② 登記事項証明書（履歴事項証明書） 

③ 印鑑証明書 

④ 納税証明書（完納証明書） 

         ⑤ 暴力団、暴力団員に関係していない旨の誓約書（市様式） 

         ⑥ 過去２年間の業務実績（市様式） 

         ⑦ 使用印鑑届（市様式） 

         ⑧ 産業廃棄物収集運搬業許可証（写し） 

         ⑨ 産業廃棄物処分業許可証（写し） 

         ⑩ 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証（写し） 

         ⑪ 特別管理産業廃棄物処分業許可証（写し） 

  

４ 仕様書等の配布期間及び配布方法 

(1) 配布期間：令和８年３月 19日（月）から令和８年３月 23日（月）まで。 

         受付時間：午前９時 00分 ～ 午後５時 00分 

※ただし午後 12時 00分～午後１時 00分、土日祝日を除く。 

※令和８年３月 23 日（月）は、午後 12 時 00 分で配布を終了

する。 

 (2) 配布方法：那覇市消防局にて受け取り又は那覇市ホームページに掲載する

仕様書等をダウンロードして下さい。 

※ＦＡＸ、郵送での配布は行いません。 

 

５ 入札説明会 

  入札説明会は実施しません。 

 

６ 本案件に関する質問・回答 

 (1) 質問期限：令和８年３月 19日（木）午後２時 00分 

(2) 質問方法：質問書をＦＡＸ又はメールで提出すること。 

         送付後は、必ず電話にて到達確認をすること。 

(3) 質 問 先：那覇市消防局 救急課 中村 

         E-MAIL naha_f_kyu001@city.naha.lg.jp（救急課代表メール） 

         TEL 098-867-1199 FAX 098-869-1190 

(4) 回 答 日：令和８年３月 24 日（火） 参加者全員にＦＡＸで回答します。 

 

７ 入札（開札）の場所及び日時 

(1) 日  時：令和８年３月 25日（水）午後２時 00分から 

(2) 場  所：那覇市消防局 ４階 会議室２（那覇市銘苅２-３-８） 

(3) 入札方法：直接投函 

(4) 必要書類：ア 入札書（市様式） 

         イ 代理人が入札する場合は、委任状（市様式） 
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８ 入札書の記載方法 

 (1) 入札書には、自己の見積もった金額の 110 分の 100 に相当する額を記載す

ること。 

    この金額に 100分の 10に相当する金額を加算した金額（この金額に１円未

満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる）が契約金額となる。 

 (2) 入札金額の計算については、仕様書記載のとおり。 

 

９ 入札保証金 

  那覇市契約規則第８条第１項第２号の規定に基づき免除する。ただし、落札者

が契約を締結しないときは、損害賠償金として入札金額の 100 分の５以上の額

を那覇市に納付しなければならない。 

 

10 契約保証金 

那覇市契約規則第 30条第１項第９号に基づき免除する。 

 

11 入札の無効に関する事項 

那覇市契約規則第 14条各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

 

12 落札者の決定方法 

 (1) 予定価格以内で最低価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。 

 (2) 同額の入札を行った入札参加者が２者以上いる場合は、くじにより落札者

を決定する。 

 (3) 入札執行は３回までとする。 

 

13 入札結果の公表 

  開札に立ち会った入札者に公表する。 

 

14 問い合わせ先 

  〒900-0004 沖縄県那覇市銘苅２丁目３番８号 

  那覇市消防局 救急課救急指導係 中村 広康 

  電話番号 098-867-1199 

  FAX 番号 098-869-1190 
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上下水道局告示 

 

那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者の事業の廃止について 

那覇市上下水道局告示第 28 号  

令 和 ８ 年 ３ 月 ４ 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者の事業の廃止について 

 

 

 那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者規程第 10条第１項第３号の規定に基  

づき、次のとおり告示する。 

 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長  屋比久 猛義  

 

 

 

指定番号      第 488号 

       指定工事店名    株式会社フジ設備工業 

営業所所在地    沖縄市桃原一丁目４番 20号 

代表者氏名     仲村 章 
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那覇市排水設備指定工事店の新規指定について 

那覇市上下水道局告示第 29 号  

令 和 ８ 年 ３ 月 ４ 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市排水設備指定工事店の新規指定について 

 

 

 那覇市下水道条例第 11 条に基づき次のとおり新規に指定したので、那覇市排

水設備指定工事店規程第 11条により告示する。 

 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長  屋比久 猛義  
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選挙管理委員会告示 

 

指定在外選挙投票区について 

那覇市選挙管理委員会告示第 46 号  

令 和 ８ 年 １ 月 2 6 日  

            掲 示 済  

 

 

衆議院小選挙区選出議員選挙及び衆議院比例代表選出議員選挙に伴う 

指定在外選挙投票区について 

 

 

公職選挙法（昭和 25 年法律第 100 号）第 30 条の３第２項及び公職選挙法施行

令（昭和 25 年政令第 89 号）第 23 条の２第２項の規定により、指定在外選挙投票

区を次のとおり指定した。 

 

 

那覇市選挙管理委員会  

委員長 前 原 常 雄  

 

 

 

投票区 投票所 所在地 

第 31投票区 那覇市役所本庁舎１階 那覇市泉崎１丁目１番１号 
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在外選挙人が期日前投票を行う期日前投票所について 

那覇市選挙管理委員会告示第 47 号  

令 和 ８ 年 １ 月 2 6 日  

            掲 示 済  

 

 

衆議院小選挙区選出議員選挙及び衆議院比例代表選出議員選挙に伴う 

在外選挙人が期日前投票を行う期日前投票所について 

 

 

公職選挙法（昭和 25 年法律第 100 号）第 49 条の２第４項の規定により読み替

えて適用される同法第 48 条の２第１項により、指定在外選挙投票区を次のとおり

指定したので、同法施行令第 65条の 13第４項により告示する。 

 

 

那覇市選挙管理委員会  

委員長 前 原 常 雄  

 

 

 

期日前投票所名 投票所に充てる施設の名称 所在地 

期日前第１投票所 那覇市役所本庁舎１階 那覇市泉崎１丁目１番１号 
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ポスター掲示場の設置場所について 

那覇市選挙管理委員会告示第 48 号  

令 和 ８ 年 １ 月 2 6 日  

            掲 示 済  

 

 

ポスター掲示場の設置場所について 

 

 

令和８年２月８日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙について、公職選挙法

（昭和 25 年法律第 100 号）第 144 条の２第４項の規定によるポスター掲示場を次

のとおり設置した。 

 

 

那覇市選挙管理委員会  

委員長 前 原 常 雄  

 

 

 

１ 設置場所  別紙のとおり 
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期日前投票所について 

那覇市選挙管理委員会告示第 49 号  

令 和 ８ 年 １ 月 2 7 日  

            掲 示 済  

 

 

期日前投票所について 
 

 

令和８年２月８日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙及び衆議院比例代表選出議員
選挙並びに最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票の場所を次のとおり定める。 

 

 

那覇市選挙管理委員会  

委員長 前 原 常 雄  
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期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任及び

氏名等について 

那覇市選挙管理委員会告示第 50 号  

令 和 ８ 年 １ 月 2 7 日  

            掲 示 済  

 

 

期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任及び 

氏名等について 

 

 

令和８年２月８日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙及び衆議院比例代表選出

議員選挙並びに最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票所の投票管理者及びその職

務を代理すべき者を別紙のとおり選任した。 

 

 

那覇市選挙管理委員会  

委員長 前 原 常 雄  
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投票所について 

那覇市選挙管理委員会告示第 51 号  

令 和 ８ 年 １ 月 2 7 日  

            掲 示 済  

 

 

投票所について 

 

 

令和８年２月８日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙及び衆議院比例代表選出

議員選挙並びに最高裁判所裁判官国民審査の投票の場所を別紙のとおり定める。 

 

 

那覇市選挙管理委員会  

委員長 前 原 常 雄  
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投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任及び氏名等について 

那覇市選挙管理委員会告示第 52 号  

令 和 ８ 年 １ 月 2 7 日  

            掲 示 済  

 

 

投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任及び氏名等について 

 

 

令和８年２月８日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙及び衆議院比例代表選出

議員選挙並びに最高裁判所裁判官国民審査における各投票区の投票管理者及びその

職務を代理すべき者を別紙のとおり選任した。 

 

 

那覇市選挙管理委員会  

委員長 前 原 常 雄  
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投票記載所の氏名等掲示の順序を定めるくじを行う日時及び場所に

ついて 

那覇市選挙管理委員会告示第 53 号  

令 和 ８ 年 １ 月 2 7 日  

            掲 示 済  

 

 

投票記載所の氏名等掲示の順序を定めるくじを行う日時及び場所について 

 

 

令和８年２月８日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における氏名等の掲示

（投票所氏名掲示）の順序を定めるくじを行う日時及び場所を次のように定める。 

 

 

那覇市選挙管理委員会  

委員長 前 原 常 雄  

 

 

記 

 

１ 日 時  令和８年１月 27日（火） 午後５時 00分 

 

２ 場 所  那覇市泉崎１丁目１番１号  那覇市役所本庁舎 12階 

那覇市選挙管理委員会事務局 
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開票の場所及び日時について 

那覇市選挙管理委員会告示第 54 号  

令 和 ８ 年 １ 月 2 7 日  

            掲 示 済  

 

 

開票の場所及び日時について 

 

 

令和８年２月８日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙及び衆議院比例代表選出

議員選挙並びに最高裁判所裁判官国民審査における開票の場所及び日時は、次のと

おりである。 

 

 

那覇市選挙管理委員会  

委員長 前 原 常 雄  

 

 

記 

 

１ 場 所  那覇市字識名 1227番地 那覇市民体育館 メインアリーナ 

 

２ 日 時  令和８年２月８日（日） 午後９時 30分 
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開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任及び氏名等について 

那覇市選挙管理委員会告示第 55 号  

令 和 ８ 年 １ 月 2 7 日  

            掲 示 済  

 

 

開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任及び氏名等について 

 

 

令和８年２月８日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙及び最高裁判所裁判官国

民審査並びに衆議院比例代表選出議員選挙における開票管理者及びその職務を代理

すべき者を次のとおり選任した。 

 

 

那覇市選挙管理委員会  

委員長 前 原 常 雄  
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開票立会人決定のくじを行う場所及び日時について 

那覇市選挙管理委員会告示第 56 号  

令 和 ８ 年 １ 月 2 7 日  

            掲 示 済  

 

 

開票立会人決定のくじを行う場所及び日時について 

 

 

令和８年２月８日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙及び最高裁判所裁判官国

民審査並びに衆議院比例代表選出議員選挙において、開票立会人として届出のあっ

た者が 10 人を超える場合又は同一政党その他の政治団体に属する候補者の届出に

係る者が３人以上あるときのくじを行う場所及び日時は、次のとおりである。 

 

 

那覇市選挙管理委員会  

委員長 前 原 常 雄  

 

 

記 

 

１ 場 所  那覇市泉崎１丁目１番１号 

那覇市役所本庁舎 12階 

那覇市選挙管理委員会 

 

２ 日 時  令和８年２月５日（木） 午後５時 
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国民審査に付される最高裁判所裁判官の氏名等の掲示場所について 

那覇市選挙管理委員会告示第 57 号  

令 和 ８ 年 １ 月 2 7 日  

            掲 示 済  

 

 

第 27回最高裁判所裁判官国民審査の氏名等の掲示場所について 

 

 

 令和８年２月８日執行の第 27 回最高裁判所裁判官国民審査において審査に付さ

れる裁判官の氏名等の掲示の場所は、別紙のとおりである。 

 

 

那覇市選挙管理委員会  

委員長 前 原 常 雄  
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直接請求に要する選挙権を有する者の数について 

那覇市選挙管理委員会告示第 62 号  

令 和 ８ 年 ３ 月 ２ 日  

            掲 示 済  

 

 

那覇市選挙管理委員会  

委員長 前 原 常 雄  

 

 

 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）の規定による直接請求、市町村の合併の

特例に関する法律（平成 16年法律第 59号）の規定による合併協議会設置の請求及

び地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31 年法律第 162 号）の規定に

よる解職請求に必要な選挙権を有する者の数は、次のとおりである。 

 

１ 地方自治法第 74条第１項及び同法第 75条第１項並びに市町村の合併の特例に

関する法律第４条第１項及び同法第５条第１項に規定する選挙権を有する者の

総数の 50分の１の数 

 

５，０６８人 

 

 

２ 市町村の合併の特例に関する法律第４条第 11項及び同法第５条第 15項に規定

する選挙権を有する者の総数の６分の１の数 

 

４２，２３３人 

 

 

３ 地方自治法第 76 条第１項、同法第 80 条第１項、同法第 81 条第１項及び同法

第 86 条第１項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第８条第１項に

規定する選挙権を有する者の総数の３分の１の数 

 

８４，４６６人 
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監査委員公表 

令和７年度定期監査(工事監査)の結果に伴う措置状況について（公

表） 

那 監 公 表 第 ９ 号  

令和８年３月 16 日  

 

 

那覇市監査委員  新 垣 淑 博  

同     宮 城   哲  

同     城 間   貞  

同     比 嘉 啓 登  

 

 

令和７年度定期監査（工事監査）の結果に伴う措置状況について（公表） 

 

 

令和７年度定期監査（工事監査）の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考

として講じた措置について、那覇市長及び那覇市教育委員会教育長から通知があっ

たので、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第 14 項後段の規定により、

次のとおり公表する。 
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